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（教示事項）
　 この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、大阪府公安
 委員会に対して、審査請求をすることができます。また、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
 内に、大阪府を被告として（訴訟において大阪府を代表する者は、大阪府公安委員会となります。）、処分の取消し
 の訴えを提起することもできます。
　 なお、審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
 に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

大阪府

月年

別記様式第六（第十条関係）

道路使用許可申請書

警察署長 殿

第　　　　　　　号

道 路 使 用 許 可 証

 上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。

氏 名責任者 電話

条　　　件  別紙のとおり。

備考 　申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

記載すること。

　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

　添付書類の欄には、道路使用の場所、方法等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。

  方法又は形態の欄には、工事又は作業の方法、使用面積、行事等の参加人員、通行の形態又は方法等使用について必要な事項を

　　年　　月　　日

住 所現　場

　　　年　　月　　日　　時から　　　年　　月　　日　　時まで

（各日　午前・午後　　　時から午前・午後　　　時まで）

期 間

道 路 使 用 の 目 的

場 所 又 は 区 間

印

住所

方 法 又 は 形 態

添 付 書 類

申請者

氏名

日

大阪府　　　　　　　警察署長

（電話）

手数料
道路使用許可申請

（１号許可）

手数料額

2,500円2030493021013

手数料
道路使用許可申請

（２･３･４号許可）

手数料額

2,000円2030493021020

見本、大阪府警察のホームページ 

よりダウンロードしてください 

 



Ｎ 平  面  図 Ｓ＝１：

Ｓ＝Ｆｒｅｅ断 面 図

掘 削 場 所
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図面番号 道路方向 道路区分 施　工　内　容 施　工　時　間 幅　　　員（m） 占用幅員（m） 有効幅員（m） 作業延長（m） 備　　　　　　　考

※ 幅員のちがう道路で、複数の掘削箇所がある場合添付すること。

施工時間及び道路有効幅員等一覧表
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令和    年   月   日  

 

 

道路法第３４条に基づく道路占用関係者の意見調書 

 

１．路  線  名 

２．占  用  場  所 

３．事  業  主  体 

４．占  用  目  的 

５．予  定  工  期   令和    年   月   日 ～   令和    年   月   日 

 

事 業 所 名 意       見       欄 責任者職氏名印 

堺市上水道 

  

堺市下水道 

  

大阪ガス（株） 

  

関西電力（株） 

  

ＮＴＴ（株） 

  

大阪広域水道 

企業団 

  

 

  

 

 注）意見欄には、既設占用物件関係だけでなく、将来計画等についても記載してください。 



線 頁

町
通
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番地先丁

平　　面　　図 Ｓ＝１：

横　　断　　図 Ｓ＝１：

台

施 行 業 者

区住　　 　　所 堺市

申 　請　 者

     


